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務の 正 保 の の 備  

 

 

会 、 システムの基本 （ 24 年 6 月 11 日 定

基本 ）の 及び 務 等 定 、基

本 の運用 の通り  

ン アンス 、 ン アンス 定 、 務理

、 務 、 ・照会等の 当 務 等の

、 ン アンス 研 及び 査  

職務執行 の保 及び管理 、 等 定 、

の保 法、保 年 等 定 、

特 人 資 の 保管 、 務

等 定 対 令和 年 （2019） 、前年

引 人 及び特定 人 （ ン ー）の り

等 基 ン ー の 等 の保 等 管理 行

 

、リス 管理 、リス 管理 等 定 、 対 本

の設 通 の 立 の 備 、 の 行  

人 及び ン アンス 査 定期的 、

当  

更 、役員・ 長・ ンター長等 員 定 会 共

行 、 会 務の 的 執行 、基本 基 務

正 運用  
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の  
 

 

令和 年 （2019） 、 法人及び 財 法人 法

行 34 3 定 の

在  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




